
JP 2016-502419 A 2016.1.28

(57)【要約】
　本発明は、先端および基端を特徴とする本体を含む、
体腔内に少なくとも部分的に導入される予成形されたポ
ートを提供し、上記本体は、少なくとも１つの貫通チャ
ネル（ｔｈｒｏｕｇｈｇｏｉｎｇ　ｃｈａｎｎｅｌ）を
含むことで少なくとも１つの手術用ツールの導入を可能
にし、上記先端は、少なくとも１つの伸長部分を含み、
上記伸長部分は、上記体腔内で遠位に配置された臓器に
機械的支持を提供するように適合されている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　先端および基端を特徴とする本体を含む、体腔内に少なくとも部分的に導入される予成
形されたポートであって、前記本体が少なくとも１つの貫通チャネル（ｔｈｒｏｕｇｈｇ
ｏｉｎｇ　ｃｈａｎｎｅｌ）を含むことで少なくとも１つの手術用ツールの導入を可能に
し、
前記先端が少なくとも１つの伸長部分を含み；
ここで前記伸長部分が前記体腔内で遠位に配置された臓器に機械的支持を提供するように
適合されている、予成形されたポート。
【請求項２】
　前記ポートは喉頭鏡であり、、前記体腔が患者の口腔および下咽頭である、請求項１に
記載の予成形されたポート。
【請求項３】
　前記臓器が、喉頭蓋である、請求項２に記載の予成形されたポート。
【請求項４】
　前記チャネルの少なくとも１つが、少なくとも１つの内視鏡カメラを収容しているため
、視野が前記ポート用に画定され、さらに前記機械的支持を利用して、前記臓器が少なく
とも部分的に前記ポートの視野外に維持される、請求項３に記載の予成形されたポート。
【請求項５】
　前記ポートの形状が、Ｓ字形である、請求項１に記載の予成形されたポート。
【請求項６】
　前記ポートが、硬質ポート、半硬質ポート、半可撓性ポートおよびそれらの任意に組み
合わせからなる群から選択される、請求項２に記載の予成形されたポート。
【請求項７】
　前記手術用ツールが、関節をなした可撓性ツールの少なくとも１つである、請求項２に
記載の予成形されたポート。
【請求項８】
　前記伸長部分が、喉頭鏡の一体化部分またはその伸長部分のいずれかである、請求項２
に記載の予成形されたポート。
【請求項９】
　前記伸長部分が、前記ポートの前記先端の外周上に少なくとも部分的に配置されている
、請求項２に記載の予成形されたポート。
【請求項１０】
　前記ポートの前記先端に対して長手方向に直線上を交互に移動すること、前記ポートの
前記先端の主な長手方向軸の周りを回転すること、前記主な長手方向軸に垂直な少なくと
も１本の軸の周りを回転すること、およびそれらの組み合わせからなる群から選択される
少なくとも１方向に前記伸長部分を移動させるように適合された機構をさらに含む、請求
項２に記載の予成形されたポート。
【請求項１１】
　前記伸長部分が、前記ポートの前記先端に固定して連結されている、請求項２に記載の
予成形されたポート。
【請求項１２】
　前記ポートはツールの少なくとも１つの自由度を制御するように適合された機構を含み
、前記自由度が、前記ツールのアクティブ化、前記ツールの先端の関節運動、前記ツール
の先端の回転、前記ツールの先端の並進運動、およびそれらの任意の組み合わせからなる
群から選択される、請求項２に記載の予成形されたポート。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つのチャネルが、少なくとも１種の医薬を送達するように適合されて
いる、請求項２に記載のポート。
【請求項１４】
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　前記チャネルの少なくとも一部が、所定の断面を特徴とし、それにより実質的に同じ断
面を特徴とする手術用ツールのみが、前記チャネル内に導入され得る、請求項２に記載の
ポート。
【請求項１５】
　前記本体が、前記主な長手方向軸に沿って実質的に一定であるか、または変動する断面
積を特徴とし、前記変動が、口径の変動、形状の変動、およびそれらの任意の組み合わせ
からなる群から選択される、請求項１に記載のポート。
【請求項１６】
　前記本体および前記貫通チャネルのうちの少なくとも１つの断面形状が、実質的に円形
、実質的にレンズ形、実質的に卵形、実質的に楕円形、実質的に三日月形、実質的に半月
形、および側面がｎ個（ここでｎは２よりも大きい）の実質的に多角形からなる群から選
択される少なくとも１つを含む、請求項２または１５に記載のポート。
【請求項１７】
　前記口径が、前記本体の前記基端で最大であり、前記本体の前記先端で最小である、請
求項２に記載のポート。
【請求項１８】
　少なくとも１つの膨張性ゾーンをさらに含み、前記膨張性ゾーンが、前記喉頭鏡を所望
の位置に維持し、前記膨張性ゾーンが、前記基端、前記先端、前記本体およびそれらの任
意の組み合わせから選択される位置にある、請求項２に記載のポート。
【請求項１９】
　膨張および収縮のために適合された少なくとも１つの膨張性ゾーンをさらに含み、前記
膨張性ゾーンが、少なくとも患者の下喉頭の内壁に接触するのに十分に大きな所定の外周
に膨張するように適合されている、請求項２に記載のポート。
【請求項２０】
　前記本体が、前記本体の外周に少なくとも１つの長手方向溝を含み、前記長手方向溝が
挿管チューブを収容するように適合されている、請求項２に記載のポート。
【請求項２１】
　前記膨張性ゾーンの少なくとも１つが、少なくとも１つのバルーンを含み、前記バルー
ンが、前記円周の一部に輪状締結するために膨張するように適合されている、請求項１９
に記載のポート。
【請求項２２】
　少なくとも１つの前記膨張性ゾーンが、前記ポートと一体化している、請求項１９に記
載のポート。
【請求項２３】
　前記本体の端部に配置された少なくとも１つの膨張入口をさらに含み、前記膨張入口が
、外部流体供給源に連結可能であり、前記端部が、前記基端、前記先端、およびそれらの
任意の組み合わせから選択される、請求項１９に記載のポート。
【請求項２４】
　少なくとも１つの前記膨張性ゾーンと少なくとも１つの前記膨張入口との流体連結（ｆ
ｌｕｉｄ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）を提供する少なくとも１つの流体連結チャネルをさら
に含む、請求項２３に記載のポート。
【請求項２５】
　前記外部流体供給源が、加圧されている、請求項２３に記載のポート。
【請求項２６】
　前記流体が、空気、窒素、アルゴン、水、生理食塩液、麻酔薬、鎮痛剤、抗生物質、防
腐剤、固化防止剤、付着防止剤、およびそれらの任意の組み合わせからなる群から選択さ
れる、請求項２３に記載のポート。
【請求項２７】
　前記長手方向チャネルの前記断面が、前記本体の異なる部分により形状およびサイズの
少なくとも一方が異なる、請求項２に記載のポート。
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【請求項２８】
　前記ポートが、モジュール式であり、前記モジュールが、近位部分のモジュール、遠位
部分のモジュール、本体部分のモジュールおよびそれらの任意の組み合わせからなる群か
ら選択される、請求項２に記載のポート。
【請求項２９】
　前記モジュールが、サイズおよび形状からなる群の少なくとも一方が異なる、請求項２
に記載のポート。
【請求項３０】
　経口的に挿入され、使用の際には、一部が上部下咽頭内に、そして一部が口腔内に配置
されるように適合されており、前記ポートは屈曲式に適所に置かれるようにさらに適合さ
れている、請求項２に記載のポート。
【請求項３１】
　前記貫通チャネルの位置が、中央チャネル、ｎ面チャネル（ここでｎは、１以上の整数
である）、およびそれらの任意の組み合わせからなる群から選択される、請求項２に記載
のポート。
【請求項３２】
　前記中央チャネルが、内視鏡カメラおよび光源からなる群から選択される少なくとも１
つ、光を前記ポートの遠位部分に伝導するための少なくとも１つの光ファイバー、シザー
、鉗子、注射針、解剖器具、レーザ、吸引手段、およびファイバーオプティクス、ならび
に任意の他の必要な手術用器具からなる群から選択される少なくとも１つの手術用ツール
、を収容するように適合されている、請求項３１に記載のポート。
【請求項３３】
　前記ポートが、前記ポートの外周に取り付けられていて、前記患者の解剖学的構造への
前記ポートの更なる適合を可能にし、咽頭内への締着を固定するように適合された溝のあ
るレール上に搭載された少なくとも１つの摺動バルーンを含む、請求項２に記載のポート
。
【請求項３４】
　患者の口の上、患者の口内、患者の顔面の下部の上、それらの任意の組み合わせから選
択される少なくとも１つの位置にフィットするように適合されていて、前記患者に対して
前記ポートを固定および安定化するようにさらに適合された、固定および安定化要素をさ
らに含み、前記固定および安定化要素が、前記患者に対する前記ポートの移動を防止して
いる、請求項２に記載のポート。
【請求項３５】
　前記固定および安定化要素が、２つの状態、即ち前記固定および安定化要素が前記喉頭
鏡に関して固定位置に保持されているロック状態と、前記固定および安定化要素が前記喉
頭鏡の本体に沿って自由に摺動できる開放状態と、を特徴とする少なくとも１つの係合機
構をさらに含む、請求項３４に記載のポート。
【請求項３６】
　前記固定および安定化要素が、舌を捕捉および保持するように適合されたタンキャッチ
ャー（ｔｏｎｇｕｅ　ｃａｔｃｈｅｒ）をさらに含む、請求項３４に記載のポート。
【請求項３７】
　前記固定および安定化要素が、ストラップを通すことができる少なくとも１つの溝をさ
らに含み、前記ストラップが、前記患者のベッドに対する前記咽頭鏡の位置および方向を
固定するように適合されている、請求項３４に記載のポート。
【請求項３８】
　前記外科医が、前記ポートの前記主な長手方向軸に対する前記ポートの前記先端の角度
を変化できるように適合された目標制御部（ａｉｍｉｎｇ　ｃｏｎｔｒｏｌ）をさらに含
む、請求項２に記載のポート。
【請求項３９】
　前記目標制御部が、ダイヤル、ノブ、レバー、ホイール、電子手段、ジョイスティック
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、音響検出器、および光検出器からなる群の少なくとも１つを含む、請求項３８に記載の
ポート。
【請求項４０】
　前記ポートと前記手術用ツールの間にハンドシェークインターフェース方式をさらに含
み、前記ツールの少なくとも一部が、前記ツールが許容されると定義される同定区分を含
み、前記ポートの同定機構と前記ツールの前記同定部分とのハンドシェークがマッチした
後だけ、前記ポートに導入されるか、または前記ポート内で作動することができる、請求
項２に記載のポート。
【請求項４１】
　前記ハンドシェークインターフェース方式が、前記チャネルの少なくとも１つの内部に
一体化されている、請求項４０に記載のポート。
【請求項４２】
　（ａ）前記少なくとも１つのチャネルの少なくとも一部の外周断面の一部が所定の形状
を有するように、前記ポートの少なくとも１つの前記チャネルが特徴づけられること、（
ｂ）前記ツールの前記同定区分の外周断面の少なくとも一部が、所定の形状を有するため
、前記ツールの前記同定区分断面と前記チャネルの間のタイトフィットマッチ（ｔｉｇｈ
ｔ　ｆｉｔ　ｍａｔｃｈ）が、前記ツールを許容されるツールと定義する、請求項４０に
記載のポート。
【請求項４３】
　前記ツールの前記同定区分が、前記同定区分を可逆的に輪状締結する可動性カラーを含
み、前記ツールが、少なくとも２つの形態、つまり前記カラーが前記ポートから除去され
たアクティブ構成、および前記カラーが前記部分に輪状締結する非アクティブ構成を特徴
とし、前記チャネルの外周が、前記カラーの口径よりも小さいため、前記カラーの除去に
より前記ツールが許容されるツールであると定義される、請求項４０に記載のポート。
【請求項４４】
　（ａ）前記少なくとも１つのチャネルの少なくとも一部の外周断面の少なくとも一部が
、凹形輪郭を有、（ｂ）前記ツールの前記同定区分の外周断面の少なくとも一部が、凸形
輪郭を有するため、前記凹形輪郭と前記凸形輪郭とのマッチング（ｍａｔｔｉｎｇ）が、
前記ツールを許容されるツールと定義する、請求項４０に記載のポート。
【請求項４５】
　（ａ）前記少なくとも１つのチャネルの少なくとも一部の外周断面の少なくとも一部が
、所定の形状を有し、（ｂ）前記ツールの前記同定区分の外周断面の少なくとも一部が、
所定の形状を有するため、前記ツールの前記同定された区分の前記断面と前記チャネルと
のタイトフィットマッチが、前記ツールを許容されるツールと定義する、請求項４０に記
載のポート。
【請求項４６】
　（ａ）前記ポートの前記同定機構が、少なくとも１つのバーコードリーダーを含み、（
ｂ）前記ツールの前記同定区分の外周の少なくとも一部が、バーコードを含むため、前記
バーコードリーダーが前記バーコードを同定すれば、前記ツールが許容されるツールと定
義される、請求項４０に記載のポート。
【請求項４７】
　（ａ）前記ポートの前記同定機構が、少なくとも１つのバーコードを含み、（ｂ）前記
ツールの前記同定区分の外周の少なくとも一部が、バーコードリーダーを含むため、前記
バーコードリーダーが前記バーコードを同定すれば、前記ツールが許容されるツールと定
義される、請求項４０に記載のポート。
【請求項４８】
　前記バーコードが、ＲＦＩＤタグであり、前記バーコードリーダーが、ＲＦＩＤタグリ
ーダーである、請求項４６または４７に記載のポート。
【請求項４９】
　（ａ）前記ポートの前記同定機構が、光ビームを検出する少なくとも１つの検出器を含
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み、（ｂ）前記ツールの前記同定区分の外周の少なくとも一部が、光放出手段を含むため
、前記検出器が前記光放出手段から放出される前記光ビームを同定すれば、前記ツールが
許容されるツールと定義される、請求項４０に記載のポート。　
【請求項５０】
　（ａ）前記ポートの前記同定機構が、光放出手段を含み、（ｂ）前記ツールの前記同定
区分の外周の少なくとも一部が、光ビームを検出する少なくとも１つの検出器を含むため
、前記検出器が前記光放出手段から放出される前記光ビームを同定すれば、前記ツールが
許容されるツールと定義される、請求項４０に記載のポート。
【請求項５１】
　前記本体が、前記主な長手方向軸に沿って実質的に一定の、または変動する断面積のい
ずれかを特徴とし、前記変動が、口径の変動、形状の変動、およびそれらの任意の組み合
わせからなる群から選択される、請求項４０に記載のポート。
【請求項５２】
　前記チャネルの少なくとも１つが、前記喉頭鏡の遠位部分に光を伝達するように適合さ
れた光ファイバーを収容すること、前記本体の前記先端に吸引部を提供すること、組織標
本の除去を可能にすること、シザー、鉗子、注射針、解剖器具、レーザ、吸引手段、およ
びファイバーオプティクス、ならびに任意の他の必要な手術用器具からなる群から選択さ
れる少なくとも１つの手術用ツールを収容すること、からなる群から選択される構成要素
を遂行するように適合されている、請求項４０に記載のポート。
【請求項５３】
　（ａ）先端および基端を特徴とする本体を含み、前記本体が少なくとも１つの貫通チャ
ネルを含むことで少なくとも１つの手術用ツールの導入を可能にする、予成形されたポー
トを得ること、
　（ｂ）少なくとも１つの手術用ツールを得ること、
　（ｃ）前記ポートを患者の体腔に導入すること、および
　（ｄ）前記手術用ツールを前記ポートに挿入すること、
を含む、手術の方法であって、
前記予成形されたポートの前記先端が、前記体腔内に配置された遠位配置の臓器に機械的
支持を提供するように適合された伸長部分を含む、方法。
【請求項５４】
　（ａ）前記ポートを喉頭鏡であると選択するステップ、（ｂ）前記喉頭鏡を患者の口腔
および下咽頭に経口的に挿入するステップ、をさらに含む、請求項５３に記載の方法。
【請求項５５】
　前記臓器を喉頭蓋であると選択するステップをさらに含む、請求項５４に記載の方法。
【請求項５６】
　前記チャネルの少なくとも１つが、少なくとも１つの内視鏡カメラを収容しているため
、視野が前記ポート用に定義され、さらに前記機械的支持を利用して、前記臓器が少なく
とも部分的に前記ポートの視野外に維持される、請求項５５に記載の方法。
【請求項５７】
　前記ポートがＳ字形であるステップをさらに含む、請求項５４に記載の方法。
【請求項５８】
　前記ポートを、硬質ポート、半硬質ポート、半可撓性ポートおよびそれらの任意に組み
合わせからなる群から選択するステップをさらに含む、請求項５４に記載の方法。
【請求項５９】
　前記手術用ツールを、関節をなした可撓性ツールの少なくとも１つとして提供するステ
ップをさらに含む、請求項５４に記載の方法。
【請求項６０】
　前記伸長部分を、喉頭鏡の一体化部分またはその伸長部分のいずれかとして提供するス
テップをさらに含む、請求項５４に記載の方法。
【請求項６１】
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　前記伸長部分を、前記ポートの前記先端の外周上に少なくとも部分的に配置させるステ
ップをさらに含む、請求項５４に記載の方法。
【請求項６２】
　前記ポートの前記先端に対して長手方向に直線上を交互に移動すること、前記ポートの
前記先端の主な長手方向軸の周りを回転すること、前記主な長手方向軸に垂直な少なくと
も１本の軸の周りを回転すること、およびそれらの組み合わせからなる群から選択される
少なくとも１方向に前記伸長部分を移動させるステップをさらに含む、請求項５４に記載
の方法。
【請求項６３】
　前記伸長部分を、前記ポートに固定して連結させるステップをさらに含む、請求項５４
に記載の方法。
【請求項６４】
　前記ツールの少なくとも１つの自由度を制御するように適合された機構を含むステップ
をさらに含み、前記自由度が、前記ツールのアクティブ化、前記ツールの先端の回転、前
記ツールの先端の並進運動、およびそれらの任意の組み合わせからなる群から選択される
、請求項５４に記載の方法。
【請求項６５】
　前記少なくとも１つのチャネルを通して、少なくとも１種の医薬を送達するステップを
さらに含む、請求項５４に記載の方法。
【請求項６６】
　前記チャネルの少なくとも一部が、所定の断面を特徴とし、それにより実質的に同じ断
面を特徴とする手術用ツールのみが、前記チャネル内に導入され得るステップをさらに含
む、請求項５４に記載の方法。
【請求項６７】
　前記主な長手方向軸に沿って実質的に一定であるか、または変動する断面積を特徴とし
、前記変動が、口径の変動、形状の変動、およびそれらの任意の組み合わせからなる群か
ら選択されることにより、前記本体を特徴づけるステップをさらに含む、請求項５４に記
載の方法。
【請求項６８】
　実質的に円形、実質的にレンズ形、実質的に卵形、実質的に楕円形、実質的に三日月形
、実質的に半月形、および側面がｎ個（ここでｎは２よりも大きい）の実質的に多角形か
らなる群から選択される少なくとも１つによる、前記本体および前記貫通チャネルのうち
の少なくとも１つの断面形状を含む、ステップをさらに含む、請求項５４に記載の方法。
【請求項６９】
　前記口径が、前記本体の前記基端で最大であり、前記本体の前記先端で最小である、前
記ポートを提供するステップをさらに含む、請求項５４に記載の方法。
【請求項７０】
　少なくとも１つの膨張性ゾーンにより喉頭鏡を所望の位置に保持するステップをさらに
含み、前記膨張性ゾーンが、前記基端、前記先端、前記本体およびそれらの任意の組み合
わせから選択される位置にある、ステップをさらに含む、請求項５４に記載の方法。
【請求項７１】
　前記膨張性ゾーンを膨張および収縮させるステップ、前記膨張性ゾーンを、前記本体の
前記端部付近の前記本体の外周の周りに配置するステップであって、前記膨張性ゾーンが
収縮状態にあるときには、前記膨張性ゾーンの外径が前記本体の外径以下であるステップ
、ならびに少なくとも患者の下咽頭の内壁に接触するのに十分に大きな所定の外周まで、
前記膨張性ゾーンをさらに膨張させるステップ、をさらに含む、請求項５４に記載の方法
。
【請求項７２】
　挿管チューブを、前記本体の外周の長手方向溝に収容するステップをさらに含む、請求
項５４に記載の方法。
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【請求項７３】
　前記円周の一部に輪状締結している少なくとも１つのバルーンを用いて、少なくとも１
つの前記膨張性ゾーンを膨張するステップをさらに含む、請求項５４に記載の方法。
【請求項７４】
　前記ポートの前記本体と一体化している少なくとも１つの前記膨張性ゾーンを提供する
ステップをさらに含む、請求項５４に記載の方法。
【請求項７５】
　前記本体の端部に配置された少なくとも１つの膨張入口を配置させるステップ、前記膨
張入口を外部流体供給源に連結するステップをさらに含み、前記端部が、前記基端、前記
先端、およびそれらの任意の組み合わせから選択される、請求項５４に記載の方法。
【請求項７６】
　少なくとも１つの流体連結チャネルにより、少なくとも１つの前記膨張性ゾーンと少な
くとも１つの前記膨張入口との流体連結を提供するステップをさらに含む、請求項５４に
記載の方法。
【請求項７７】
　前記外部流体供給源を加圧するステップをさらに含む、請求項５４に記載の方法。
【請求項７８】
　前記流体を、空気、窒素、アルゴン、水、生理食塩液、麻酔薬、鎮痛剤、抗生物質、防
腐剤、固化防止剤、付着防止剤、およびそれらの任意の組み合わせからなる群から選択す
るステップをさらに含む、請求項５４に記載の方法。
【請求項７９】
　前記本体の異なる部分により形状およびサイズの少なくとも一方が異なる前記長手方向
チャネルの前記断面を提供するステップをさらに含む、請求項５４に記載の方法。
【請求項８０】
　前記ポートをモジュール式として提供するステップ、ならびに前記モジュールを、近位
部分のモジュール、遠位部分のモジュール、本体部分のモジュールおよびそれらの任意の
組み合わせからなる群から選択するステップ、をさらに含む、請求項５４に記載の方法。
【請求項８１】
　サイズおよび形状からなる群の少なくとも一方が異なる前記モジュールを提供するステ
ップをさらに含む、請求項５４に記載の方法。
【請求項８２】
　前記ポートを、経口的に挿入するステップ、および使用の際には、一部が上部下咽頭内
に、そして一部が口腔内に配置するステップ、をさらに含み、前記ポートが屈曲式に適所
に置かれる、請求項５４に記載の方法。
【請求項８３】
　前記貫通チャネルを、中央チャネル、ｎ面チャネル（ここでｎは、１以上の整数である
）、およびそれらの任意の組み合わせからなる群から選択される位置に配置するステップ
をさらに含む、請求項５４に記載の方法。
【請求項８４】
　前記中央チャネル内に、内視鏡カメラおよび光源からなる群から選択される少なくとも
１つ、光を前記ポートの遠位部分に伝導するための少なくとも１つの光ファイバー；シザ
ー、鉗子、注射針、解剖器具、レーザ、吸引手段、およびファイバーオプティクス、なら
びに任意の他の必要な手術用器具からなる群から選択される少なくとも１つの手術用ツー
ル、を収容するステップをさらに含む、請求項５４に記載の方法。
【請求項８５】
　前記ポートの外周に取り付けられていて、前記患者の解剖学的構造への前記ポートの更
なる適合を可能にする、溝のあるレール上に搭載された少なくとも１つの摺動バルーンを
提供するステップ、咽頭内への締着を固定するステップ、をさらに含む、請求項５４に記
載の方法
【請求項８６】
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　患者の口の上、患者の口内、患者の顔面の下部の上、それらの任意の組み合わせから選
択される少なくとも１つの位置にフィットするように適合されていて、前記患者に対して
前記ポートを固定および安定化するようにさらに適合された、固定および安定化要素を提
供するステップをさらに含み、前記固定および安定化要素が、前記患者に対する前記ポー
トの移動を防止している、請求項５４に記載の方法。
【請求項８７】
　２つの状態、即ち前記固定および安定化要素が前記喉頭鏡に対して固定位置に保持され
ているロック状態と、前記固定および安定化要素が前記喉頭鏡の本体に沿って自由に摺動
できる開放状態と、を特徴とする少なくとも１つの係合機構の前記固定および安定化要素
を含むステップをさらに含む、請求項５４に記載の方法。
【請求項８８】
　舌を捕捉および保持するように適合されたタンキャッチャーの前記固定および安定化要
素を含むステップをさらに含む、請求項５４に記載の方法。
【請求項８９】
　ストラップを通すことができる少なくとも１つの溝の前記固定および安定化要素を含む
ステップをさらに含み、前記ストラップが、前記患者のベッドに対する喉頭鏡の位置およ
び方向を固定するように適合されている、請求項５４に記載の方法。
【請求項９０】
　目標制御部により、前記外科医が、前記ポートの前記主な長手方向軸に対する前記ポー
トの前記先端の角度を変化できるステップをさらに含む、請求項５４に記載の方法。
【請求項９１】
　ダイヤル、ノブ、レバー、ホイール、電子手段、ジョイスティック、音響検出器、およ
び光検出器からなる群の少なくとも１つの前記目標制御部を含むステップをさらに含む、
請求項５４に記載の方法。
【請求項９２】
　前記ポートと前記手術用ツールの間にハンドシェークインターフェース方式を提供する
ステップをさらに含み、前記ハンドシェークインターフェース方式が、前記ツールが許容
されると定義される同定区分を含み、前記ポートの同定機構と前記ツールの前記同定部分
とのハンドシェークがマッチした後だけ、前記ポートに導入されるか、または前記ポート
内で作動することができる、請求項５４に記載の方法。
【請求項９３】
　前記ハンドシェークインターフェース方式を、前記チャネルの少なくとも１つの内部に
一体化させるステップをさらに含む、請求項５４に記載の方法。
【請求項９４】
　（ａ）前記少なくとも１つのチャネルの少なくとも一部の外周断面の一部が所定の形状
を有するように、前記ポートの少なくとも１つのチャネルを特徴づけるステップ、（ｂ）
前記ツールの前記同定区分の外周断面の少なくとも一部が、所定の形状を有するため、前
記ツールの前記同定区分断面と前記チャネルの間のタイトフィットマッチ（ｔｉｇｈｔ　
ｆｉｔ　ｍａｔｃｈ）が、前記ツールを許容されるツールと定義するステップ、をさらに
含む、請求項５４に記載の方法。
【請求項９５】
　前記同定区分を可逆的に輪状締結する可動性カラーを含む前記ツールの前記同定区分を
提供するステップ、前記ツールを、少なくとも２つの形態、つまり前記カラーが前記ポー
トから除去されたアクティブ構成、および前記カラーが前記部分に輪状締結された非アク
ティブ構成により特徴づけるステップ、をさらに含み、前記チャネルの外周が、前記カラ
ーの口径よりも小さいため、前記カラーの除去により前記ツールが許容されるツールであ
ると定義される、請求項５４に記載の方法。
【請求項９６】
　（ａ）凹形輪郭を有する、前記少なくとも１つのチャネルの少なくとも一部の外周断面
の少なくとも一部を提供するステップ、（ｂ）凸形輪郭を有する、前記ツールの前記同定
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区分の外周断面の少なくとも一部を提供するステップ、をさらに含み、前記凹形輪郭と前
記凸形輪郭との間にマッチングが生じれば、前記ツールを許容されるツールと定義する、
請求項５４に記載の方法。
【請求項９７】
　（ａ）少なくとも１つのバーコードリーダーを有する喉頭鏡の前記同定機構を提供する
ステップ、（ｂ）前記ツールの前記同定区分の外周の少なくとも一部が、バーコードを含
むため、前記バーコードリーダーが前記バーコードを同定すれば、前記ツールが許容され
るツールと定義されるステップ、をさらに含む、請求項５４に記載の方法。
【請求項９８】
　（ａ）少なくとも１つのバーコードを有する喉頭鏡の前記同定機構を提供するステップ
、（ｂ）前記ツールの前記同定区分の外周の少なくとも一部が、バーコードリーダーを含
むため、前記バーコードリーダーが前記バーコードを同定すれば、前記ツールが許容され
るツールと定義されるステップ、をさらに含む、請求項５４に記載の方法。
【請求項９９】
　前記バーコードが、ＲＦＩＤタグであり、前記バーコードリーダーが、ＲＦＩＤタグリ
ーダーである、請求項９７～９８に記載の方法。
【請求項１００】
　（ａ）前記喉頭鏡の前記同定機構が、光ビームを検出する少なくとも１つの検出器を含
み、（ｂ）前記ツールの前記同定区分の外周の少なくとも一部が、光放出手段を含むため
、前記検出器が前記光放出手段から放出される前記光ビームを同定すれば、前記ツールが
許容されるツールと定義される、請求項５４に記載の方法。
【請求項１０１】
　（ａ）前記喉頭鏡の前記同定機構が、光放出手段を含み、（ｂ）前記ツールの前記同定
区分の外周の少なくとも一部が、光ビームを検出する少なくとも１つの検出器を含むため
、前記検出器が前記光放出手段から放出される前記光ビームを同定すれば、前記ツールが
許容されるツールと定義される、請求項５４に記載の方法。
【請求項１０２】
　前記本体が、前記主な長手方向軸に沿って実質的に一定の、または変動する断面積のい
ずれかを特徴とし、前記変動が、口径の変動、形状の変動、およびそれらの任意の組み合
わせからなる群から選択される、請求項５４に記載の方法。
【請求項１０３】
　前記中央チャネルが、内視鏡カメラおよび光源からなる群から選択される少なくとも１
つを収容すること、前記喉頭鏡の遠位部分に光を伝動するように少なくとも１つの光ファ
イバーを収容すること、前記本体の前記先端に吸引器を提供すること、組織標本の除去を
可能にすること、およびそれらの任意の組み合わせのため適合されている、請求項５４に
記載の方法。
【請求項１０４】
　前記複数の長手方向チャネルの少なくとも１つが、シザー、鉗子、注射針、解剖器具、
レーザ、吸引器、およびファイバーオプティクス、または任意の他の必要な手術用器具か
らなる群から選択される少なくとも１つの手術用ツールを収容するように適合された、請
求項５４に記載の方法。
【請求項１０５】
　前記喉頭鏡に、さらに、喉頭蓋に機械的支持を提供するように適合された少なくとも１
つの屋根状の伸長部分を提供するステップをさらに含む、請求項５３に記載の方法。
【請求項１０６】
　前記口径が、前記本体の前記基端および前記先端の少なくとも１つでは、前記本体の中
央領域の少なくとも幾つかの部分よりも大きい、請求項２に記載のポート。
【請求項１０７】
　前記チャネルの断面が、前記本体の異なる部分ではサイズが異なる、請求項２に記載の
ポート。
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【請求項１０８】
　前記本体が、滑らかな表面を有する２つの端部と、可撓性材料で作製された中間部分と
、を含み、前記中間部分が、前記端部と一体化されて形成されており、前記中央部分の壁
が、谷を挟むことにより分離された半径方向の外部頂点を有する一連の間隔の空いた波形
を含み、前記半径方向の外部頂点の最大半径が、前記端部の最大半径以下である、請求項
２に記載のポート。
【請求項１０９】
　前記中間部分が、アコーティオン形状に形成されている、請求項１０８に記載のポート
。
【請求項１１０】
　前記複数のチャネルのそれぞれが、等級分け可能な摩擦レベルを有するロッキング機構
をさらに含む、請求項１に記載のポート。
【請求項１１１】
　前記本体の方向および角度を固定するように適合されたロッキング機構をさらに含む、
請求項２に記載のポート。
【請求項１１２】
　前記ロッキング機構が、前記ポートと一体化されている、請求項１１０～１１１に記載
のポート。
【請求項１１３】
　前記ロッキング機構が、機械的手段、接着剤、真空、クリップ、磁気的手段、電気的手
段およびそれらの任意の組み合わせからなる群から選択される手段により前記ポートに連
結されている、請求項１１０～１１１に記載のポート。
【請求項１１４】
　（ａ）前記チャネルの少なくとも１つ、（ｂ）前記基端、（ｃ）前記先端、（ｄ）前記
ポート全体、およびそれらの任意の組み合わせからなる群から選択される少なくとも１つ
を固定するように適合されたロッキング機構をさらに含む、請求項１１０～１１１に記載
のポート。
【請求項１１５】
　前記膨張性ゾーンが、前記喉頭鏡の長手方向軸に沿って変形されることが可能である、
請求項１～５３に記載のポート。
【請求項１１６】
　前記少なくとも１つの変形可能な膨張性ゾーンが、前記喉頭鏡の前記本体内の溝を覆っ
ている、請求項１１５に記載のポート。
【請求項１１７】
　前記溝が、長手方向およびらせんからなる群から選択される少なくとも１つの手法で、
前記喉頭鏡の前記本体に配設されている、請求項１１６に記載のポート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
発明の分野
　本発明は、喉頭微細手術における使用に適合されたデバイスに関する。詳細には、そし
て好ましくは、本発明は、そのような手術における使用のための硬質、半硬質、半可撓性
のモジュール式プラットフォームに関する。
【背景技術】
【０００２】
発明の背景
　今日、喉頭および下咽頭の処置において最も一般的に用いられる手術方法が、喉頭直達
鏡（ＤＭＬ）である。この方法は、硬質の喉頭鏡を介して、双眼顕微鏡および様々な手術
用器具を使用する領域において両者の直接的視野が臨めるようになる。
【０００３】



(12) JP 2016-502419 A 2016.1.28

10

20

30

40

50

　喉頭手術において用いられる手術用デバイスを配置させるための手段を開示する多数の
発明が、公知である。米国特許第５８９４８４０号および欧州特許第１０６２９６３号は
、気管内チューブを固定するための手段を開示した例である。これらのデバイスにより確
実に、手術の間に気管内チューブが適所に留置されて、患者の気道が開いた状態が保たれ
る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　微細手術用ツールを通過させて患者の気道開口を維持しながらも患者を自然な体位に保
ち、典型的な喉頭鏡処置に共通する組織損傷のリスクを防ぐ手助けをする咽頭鏡が、長期
間解決されていなかった要望である。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
発明の概要
　本発明の目的は、手術、特に喉頭微細手術における使用のための硬質、半硬質、半可撓
性モジュール式プラットフォームに対して開示することである。
【０００６】
　本発明の別の目的は、先端および基端を特徴とする本体を含み、上記本体が少なくとも
１つの貫通チャネル（ｔｈｒｏｕｇｈｇｏｉｎｇ　ｃｈａｎｎｅｌ）を含むことで少なく
とも１つの手術用ツールの導入を可能にし、上記先端が遠位に配置された臓器に機械的支
持を提供するように適合された伸長部分を含む、予成形されたポートを開示することであ
る。本発明の別の目的は、（ａ）先端および基端を特徴とする本体を含み、上記本体が少
なくとも１つの貫通チャネルを含むことで少なくとも１つの手術用ツールの導入を可能に
する、予成形されたポートを得ること、（ｂ）少なくとも１つの手術用ツールを得ること
、（ｃ）上記ポートを患者の身体通路に挿入すること、および（ｄ）上記手術用ツールを
上記ポートに挿入すること、を含む手術の方法であって、上記予成形されたポートの上記
先端が、遠位に配置された臓器に機械的支持を提供するように適合された伸長部分を含む
、方法を開示することである。
【０００７】
　ここに、図面を参照しながら本発明を説明する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】Ａ－Ｂ。本発明の実施形態による喉頭鏡またはポートの構成の例示である（縮尺
率が一定でない）。
【図２】本発明の実施形態による喉頭鏡またはポートの先端の図を示す（縮尺率が一定で
ない）。
【図３】本発明の実施形態による喉頭鏡またはポートの先端の図を示す（縮尺率が一定で
ない）。
【図４】本発明の実施形態による喉頭鏡またはポートの先端の図を示す（縮尺率が一定で
ない）。
【図５】本発明の実施形態による喉頭鏡またはポートの先端の図を示す（縮尺率が一定で
ない）。
【図６】本発明の実施形態による喉頭鏡またはポートの先端の図を示す（縮尺率が一定で
ない）。
【図７】ハンドシェークインターフェース方式の実施形態を示す（縮尺率が一定でない）
。
【図８】ハンドシェークインターフェース方式の実施形態を示す（縮尺率が一定でない）
。
【図９】ハンドシェークインターフェース方式の実施形態を示す（縮尺率が一定でない）
。
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【図１０】関節のある先端部の実施形態を示す（縮尺率が一定でない）。
【図１１】Ａ－Ｄ。固定および安定化要素の係合インターフェースを示す。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
好ましい実施形態の詳細な説明
　以下の記載において、本発明の様々な態様が、記載される。説明を目的として、本発明
の完全な理解をもたらすために、具体的な詳細を示す。本質的性質に影響を及ぼすことな
く詳細が異なる本発明の別の実施形態が存在することは、当業者に明白であろう。それゆ
え本発明は、図に示されたものおよび明細書に記載されたものに限定されず、添付の特許
請求の範囲に示された通りであり、適切な範囲は、上記特許請求の範囲の最も広い解釈の
みによって決定される。
【００１０】
　本発明は、先端および基端を特徴とする本体を含む、予成形されたポートであって、上
記本体が少なくとも１つの貫通チャネルを含むことで少なくとも１つの手術用ツールの導
入を可能にし、上記先端が遠位に配置された臓器に機械的支持を提供するように適合され
た伸長部分を含む、好ましくはＳ字形の、予成形されたポートを提供する。
【００１１】
　一実施形態によれば、ポートは、喉頭鏡である。別の実施形態によれば、支持される臓
器は、喉頭蓋である。
【００１２】
　本発明のコアコンセプトによれば、ポートは、硬質ポート、半硬質ポート、半可撓性ポ
ートおよびそれらの任意に組み合わせである。
【００１３】
　本発明のポートは、好ましくは多チャネルの硬質経口ポートを含み、幾つかの実施形態
においては、屈曲式で経口的に一部が下咽頭内にそして一部が口腔内に配置される円形断
面の予成形された多チャネルデバイスを有する。
【００１４】
　本発明の背後にあるコアコンセプトは、先端と、少なくとも１つのツールの貫通を可能
にするように適合された、少なくとも貫通チャネルとに、支持用の縁が存在する、硬質の
予成形されたポートを提供することである。ツールは、好ましくは可撓性であるが、半可
撓性であってもよい。
【００１５】
　好ましい実施形態において、単一のハンドルが、ポートと、ツールの先端の少なくとも
１つの機能と、の両方を制御する。別の実施形態において、ポートと、ツールの先端の少
なくとも１つの機能とに、別個の制御が存在する。
【００１６】
　本発明の幾つかの実施形態において、ポートは、許容し得るツールのみの作動を可能に
するインターフェースも含む。つまり「許容されない」ツールは、作動させることができ
ない。作動機構は、受動的または能動的のいずれかであってよい。ツールを許容するイン
ターフェースを有することが任意選択によること、好ましい実施形態においては、チャネ
ルの口径以下の外径を有するツールが全て、許容されるツールであることが、強調されな
ければならない。
【００１７】
　本発明の幾つかの実施形態において、関節のあるツールが、ポートとツールの間のイン
ターフェースによりアクティブ化されるため、（上記インターフェースにより）同定され
たツールのみをポートに導入して作動させることができる。
【００１８】
　以下の記載が、ポートおよび喉頭の領域を開示しているが、異なる解剖学的領域で用い
られ得る同様のポート（例えば、経大腸手術、腹腔鏡手術、腸管手術または進入部を肛門
とする検査、子宮手術または進入部を膣とする検査、膀胱手術または尿道を通す検査、お
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よび前立腺手術または尿道を通す検査、ならびにＮＯＴＥＳ（自然開口部越経管腔的内視
鏡手術））が本発明の範囲に含まれることが、強調されなければならない。
【００１９】
　用語「喉頭鏡」は、本明細書では以後、手術用ツールを任意の体腔に導入するように適
合された任意のポートを指す。
【００２０】
　本発明のポートは、以下の事柄が可能である：
（１）喉頭の真上（下咽頭）の空間を広げて、腹腔鏡手術において膨張させた腹腔と類似
の「作業領域」を確保することにより、手術または処置の領域の露出をもたらすこと、
（２）例えば気管内チューブの、ポートの横と、光学機器および複数の手術用ツールのポ
ート内と、の両方の通過を可能にすることによりアクセスを提供すること、ならびに
（３）貫通チャネル内部およびポートの先端の両方で装置に支持、安定性および締着を与
えることにより精密で震えのない手術または処置を提供し、それによりポート内のチャネ
ルを通る手術用ツールの滑らかな移動を確実に行って、安定した精密な喉頭手術または処
置を可能にすること。
【００２１】
　ポートが、喉頭鏡として用いられる場合、ポートは、使い捨て可能であり、好ましくは
約２５ｃｍ～約３０ｃｍの長さ、および約１８ｍｍ～約３５ｍｍの口径であるが、口径は
、口または喉の解剖学的構造により良好に収容されるように、喉頭鏡の異なる部分により
様々であってもよい。
【００２２】
　さらに、本発明により提供されたポートは、生体適合性で、レーザ処置環境での作業に
関して安全である。
【００２３】
　使用の際、ポート（例えば、喉頭鏡）の基端は、オペレータ、または複数のオペレータ
が容易にアクセスできるように、患者の口を通して、歯および唇の外側に伸びている。先
端は、喉頭蓋の先端の直ぐ上または直ぐ下の、声帯の概ね２ｃｍ上に位置する。
【００２４】
　本発明は、処置または手術などの喉頭の医療的処置に関する。本発明により提供された
ポートを用いて喉頭の医療的処置を実施する一般的方法は、以下の通りである：
　ａ．患者に小口径の気管内チューブ（＃５．５～６．５）を挿管して、麻酔を導入する
。
　ｂ．ポート（即ち、喉頭鏡）の先端が舌の基部を越えて通過するまで、ポートを気管内
チューブに沿って摺動させることにより、外傷を与えないようにポートを挿入する。麻酔
科医の喉頭鏡（挿管のために用いられる）を用いて、挿入を補助してもよい。
　ｃ．ポート内の指定されたチャネルに内視鏡を通し、得られた術野を観察する。外科医
は、モニターの画像を見る。
　ｄ．術野の表示画像を利用してポートの位置を微調整する。
　ｅ．所望の術野が得られたら、先端の膨張機構を膨張させて、術野を拡大し、ポートを
安定化する。
　ｆ．ポートを、マウスバイト（ｍｏｕｔｈ－ｂｉｔｅ）（本明細書では以後、固定要素
と称する）を用いて頭部に、そして指定された頭部固定機構に締め付けて固定することで
、患者の頭部と喉頭鏡の両方を不動にする。頭部の固定機構は、ヘッドレスト、頭部支持
枕、外部のスタンド、およびそれらの任意の組み合わせであってもよい。
　ｇ．場合により、ツール、内視鏡、レーザおよび吸引器の基端を保持する指定されたス
タンドを、手術用ベッドに固定する。
　ｈ．目下最良の実施位置（患者の頭部の後ろおよび上）を利用して、専用に設計された
関節ツール、またはレーザを用いた医療的処置を実施する。
　　ｉ．第一のツールセットをポート内のチャネルを通して進める。
　　ｉｉ．医療的処置を実施し、必要に応じてツールを交換する。
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　　　　ａ．レーザが用いられる場合、レーザを１つのチャネルに通し、小さな吸引チャ
ネルを連続吸引器に連結して、煙および蒸気を取り除く。
　　　　ｂ．チャネルの１つを止血用ニューロパッドの挿入に、そして切断された組織の
除去用ポートとしても使用することができる。場合により、喉頭鏡において一般に実施さ
れるものと同様に、標本を除去する前に特定の袋に入れて、漏出および播種を回避する。
　　　　ｃ．遠位関節（本明細の以下に開示）を有するポートの実施形態の場合、外科医
は、医療的処置の間に、ポートの先端部の関節能力を利用することにより（各側に対して
約３０°まで）視野を調整してもよい。遠位関節を有さない実施形態の場合、カメラの関
節能力を利用して視野を調整することができる。
３．ａ．膨張機構を収縮させて、頭部およびポートのための安定化ストラップを除去する
こと、
　　ｂ．口腔からポートを除去すること、
により処置を完了する。
【００２５】
　用語「約」は、本明細書では以後、指定された値の上下２５％の範囲内を指す。
【００２６】
　用語「手術用ツール」は、本明細書では以後、ポートを通して少なくとも部分的に挿入
され得る任意のツールを指す。手術用ツールは、広範には２つの分類、つまり外科的処置
の間に用いられる手術用器具、および医学的病態の処置の間に用いられる処置用ツール、
に分別することができる。手術用器具の典型的な例は、外科用メス、鉗子、止血鉗子およ
び箝搾子を含む。処置用ツールの典型的な例は、注射器、皮下注射針、医科用捲綿子およ
びレーザを含むが、レーザは、手術用器具として機能することもできる。
【００２７】
　外科的処置の典型的な例としては、腫瘍の除去および声帯断裂の修復が挙げられる。医
学的病態の処置の典型的な例としては、声帯の注射処置が挙げられる。
【００２８】
　用語「喉頭蓋」は、本明細書では以後、喉頭の入口に付着されている、粘膜で覆われた
弾性軟骨組織で生成された蓋を指す。
【００２９】
　用語「許容されるツール」は、本明細書では以後、ポートと係合することができ、ポー
トを通して導入されると作動することができる任意のツールを指す。本発明の幾つかの実
施形態において、ツールは、外径がポートの口径以下であれば許容されるツールである。
別の実施形態において、ポートは、手術用ツールが許容されるツールであるかどうかを同
定する同定インターフェースを含む。同定インターフェースは、受動的または能動的のい
ずれかであってもよい。一旦ツールが、「許容される」と同定されると、そのツールをポ
ートと係合することができ、作動させることができる。一旦ツールが「許容される」と同
定されると、そのツールをポートに導入することおよび／または作動させることのいずれ
かが可能であることが強調されなければならない。
【００３０】
　用語「受動的インターフェース」は、本明細書では以後、ツールがアクティブ化および
使用され得る前に、ツールとポートの間の適切な係合（およびツールが許容されるとの同
定）を確実に行う任意の受動的手段を指す。受動的インターフェースの場合、同定および
係合をもたらすのに、能動的な任意の部品（ポートまたはツールのいずれか）を必要とし
ない。
【００３１】
　用語「能動的インターフェース」は、本明細書では以後、ツールがアクティブ化および
使用され得る前に、ツールとポートの間の適切な係合（およびツールが許容されるとの同
定）を確実に行う任意の能動的手段を指す。能動的インターフェースの場合、同定および
係合をもたらすのに、ポートまたはツールいずれかの内部の部品の移動が、必要となる。
【００３２】
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　用語「喉頭鏡」は、本明細書では以後、手術または処置になり得る医療的処置を実施お
よび促進するために、主として手術用器具または処置用ツールをはじめとする手術用ツー
ルを体腔に導入するのに用いられる任意の喉頭鏡（喉頭処置または手術で用いられる）ま
たは任意のポートを指す。
【００３３】
　ここで、本発明のポートを示す（縮尺率が一定でない）図１を参照する。図１Ａは、本
発明の一実施形態１０を示す。この実施形態において、ポート（１０）は、概ねＳ字形で
ある。それは、任意の適切な生体適合性材料で作製することができる。Ｓ字の上部は、ポ
ートの基端の所で、ハンドル（５９１）に連結されてツール（５９２）の運動を制御する
ように適合された２つのコネクタを含む。図示された実施形態におけるハンドル（５９１
）の制御部分（４７０）は、ツール（５９２）を閉鎖するように適合された閉鎖機構を含
む。ポート（１０）は、少なくとも１つの貫通チャネルをさらに含み、そのようなチャネ
ル（１５１）は、本明細書の以下に記載される通り、照明手段を受け入れるように適合さ
れている
【００３４】
　好ましい実施形態において、ツールは、可撓性ツールであるが、それらは半可撓性であ
ってもよい。
【００３５】
　図１Ａに示されたような好ましい実施形態は、ポートを越えて空気を通過させて患者が
呼吸することができるように、挿管チューブ（１１２）を保持するように適合された外部
溝を含む。
【００３６】
　図１Ｂは、ハンドル（５９１）とポート（１０）の間の連結を、縮尺率を合わせずに示
している。この実施形態において、ツールのアプリケーションポートにフィットする別の
ボタンが、追加されている。インターフェースにより、ツールをポート内に挿入、および
ポート外に挿出することが可能になり、ツールがインターフェース内にフィットされると
ツールの回転がさらに可能になる。
【００３７】
　本体の口径は、患者の口腔および喉のサイズに適するように選択され、長さは、患者お
よび実施される医療的処置のタイプに適するように選択される。本発明の好ましい実施形
態において、ポートは、様々な標準的サイズで提供される。
【００３８】
　幾つかの実施形態において、ポートは、三角形、台形、長方形、菱形、多角形、卵形、
楕円形、およびそれらの任意の組み合わせからなる群から選択される断面形状を有する本
体を含む。
【００３９】
　幾つかの実施形態において、ポートの断面形状は、ポートの長さ全体を通して類似して
いる。別の実施形態において、その断面形状は、ポートの異なる部品では異なる。異なる
部品で異なる断面を有するポートの実施形態の例示が、図１Ａ～Ｂのポートの実施形態（
１０）であり、それは、中央および遠位領域の概ね円筒形の断面と、近位部分の概ね円形
の断面とを含む。
【００４０】
　図２を参照すると、本体は、内部の長さを通る複数の長手方向チャネルをさらに含む。
喉頭鏡またはポートの好ましい実施形態において、それは、中央チャネル（１４０）と、
複数の他のチャネル１５０と、を含む。中央チャネル（１４０）の口径は、内視鏡カメラ
および光源を収容するように適合されている。他のチャネル（１５０）の口径は、他の微
細手術用ツールを収容するように適合されている。図２は、挿管用の溝（１１０）も示さ
れている。
【００４１】
　幾つかの実施形態において、チャネルは、ハンドシェークインターフェース方式を提供
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する嵌合インターフェース（本明細書の以下に記載）をさらに含み、内視鏡カメラおよび
微細手術用ツールのチャネルを通した摺動を可能にし、その後、カメラおよびツールが可
逆的にチャネル内で適宜係合するのを確実に行い、所望の場所へのツールの適切な配置お
よびツールの保持を可能にする。
【００４２】
　あるいはチャネルは、チャネルは、ハンドシェークインターフェース方式を提供する嵌
合機構をさらに含んで内視鏡カメラおよび微細手術用ツールをチャネルを通した摺動を可
能にし、その後、カメラおよびツールを適所でロックして、所望の場所でのツールの適切
な配置およびツールの保持を可能にする。
【００４３】
　本発明の幾つかの実施形態によれば、ポートと手術用ツールの間のハンドシェークイン
ターフェース方式は、少なくとも１つのチャネル内で実施することができる。ハンドシェ
ークは、チャネル内の各ツール用ハンドシェーキングで個別に行うことができ、またはそ
れは、複数のチャネル内で複数のツールをアクティブ化するハンドシェーキングで多重式
に行うことができる。
【００４４】
　他の実施形態によれば、中央チャネルは、カップラー１４０を通した外部光源に連結す
ることができ、例えば中央チャネルの先端まで光ファイバーを通過させることができる。
【００４５】
　図３Ａ～Ｂは、２つのツール（５９２）と、ツールをポートに連結してハンドル（図示
しない）によるツールの少なくとも１つの自由度の制御を可能にする連結ポート（１４０
）と、を示す、ポート（１０）の先端の２つの視野を縮尺率を合わせずに示している。ポ
ートにより制御される上記自由度は、ツールのアクティブ化、ツール先端の回転、ツール
先端の並進運動、およびそれらの任意の組み合わせからなる群から選択される。
【００４６】
　ポートは、ツールのアクティブ化も制御する。図３Ａにおいて、ツールは、互いに概ね
平行であり、図３Ｂにおいて、それらは、互いに向かって回転しており先端がほとんど接
触しそうであり、また互いに長手方向軸の周りでも回転しており図３Ａのように、横向き
というよりむしろ下方に向いている。
【００４７】
　図３Ａ～Ｂは、挿管チューブのための溝（１１０）、および喉頭蓋の支持を提供するよ
うに適合された伸長部分（１００５）も示している。用語「機械的支持」が、本明細書で
は以後、組織または臓器（例えば、喉頭蓋）を視野から少なくとも一部除去して支持する
ことで、それを視野から外した状態にしておくことを指すことを、強調しておく。機械的
支持は、医師が利用可能な「作業領域」を増加させることもできる。
【００４８】
　好ましい実施形態において、伸長部分（１００５）は、本明細書の以下に記載される通
り、適所に固定することができ、または関節をなし、またはポートの先端に対して直線上
に動かすことができる。
【００４９】
　喉頭手術における大きな難題の１つが、喉頭蓋が引き起こす難題（例えば、一定した唾
液／粘液の流れ、喉頭蓋をその位置から「持ち上げて」移動させる必要性）を克服するこ
とである。このため本発明の一実施形態によれば、屋根状の伸長部分１００５が、提供さ
れている。
【００５０】
　伸長部分１００５は、喉頭を通してポートを案内するポート本体までの伸長部分である
。さらに伸長部分１００５は、喉頭蓋の機械的支持および持ち上げを提供する。さらに、
その構造および設計により、任意の唾液／粘液の流れを医師の視野から遠ざける。
【００５１】
　ここで、ポート（１０）の先端で、２つの異なる位置にある伸長部分（１００５）の実
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施形態を示す図４Ａ～Ｂを参照する。幾つかの実施形態において、伸長部分（１００５）
は、ポート（１０）の先端の縁に硬く連結されていて、縁の少なくとも一部を輪状締結し
ている。上記実施形態において、伸長部分（１００５）は、ポートの一体化部分である。
【００５２】
　好ましい実施形態において、伸長部分（１００５）は、ポート（１０）の先端で関節を
なす。関節は、（ａ）先端に対して内外に摺動することで、伸長部分（１００５）の端部
からポート（１０）の先端部までの距離を変動させることができること、（ｂ）ポート（
１０）の主な長手方向軸に回転させて、伸長部分（１００５）を先端部の周囲で回転させ
ることができること、を含むことができる。この手法において、伸長部分（１００５）の
最長部分を、ポート（１０）対して任意の所望の位置、非限定的例として、ポートの上（
図４Ａ～Ｂに示された通り）、ポートの側部、またはポートの下に配置させることができ
ること、（ｃ）主な長手方向軸に対して軸方向に垂直に回転させることができること、を
含むことができる。この手法において、伸長部分（１００５）は、ツール（５９２）から
離れるように、またはツールに向かって折ることができる。
【００５３】
　図４Ａ～Ｂにおいて、伸長部分（１００５）は、ポート（１０）の先端対して摺動する
。図４Ａにおいて、伸長部分（１００５）は、完全に収縮された位置にあるため、伸長部
分（１００５）の端部からポート（１０）の先端までの距離が最小である。図４Ｂにおい
て、伸長部分（１００５）は、外方に直線上に摺動しており、そのため伸長部分（１００
５）の端部からポート（１０）の先端までの距離が最大に近い。
【００５４】
　図４Ａ～Ｂは、貫通チャネル（１４０、１５０）および挿管溝（１１０）の端部も示し
ている。
【００５５】
　ここで、ポート（１０）の先端対して回転する伸長部分（１００５）を示す図５Ａ～Ｂ
を参照する。図４Ａにおいて、伸長部分（１００５）は、最も開口された位置にあり、伸
長部分（１００５）は、ポート（１０）の最上部の縁に実質的に平行である。図４Ｂにお
いて、伸長部分（１００５）は、概ね最大の屈曲まで下方に屈曲しており、そのため伸長
部分（１００５）は、ポート（１０）の先端の表面を実質的に覆っている。図５Ａ～Ｂの
ヒンジ機構には、ポート（１０）の先端部の凹所にフィットする、伸長部分（１００５）
が一体化した蝶番（１０１５）がある。この実施形態において、蝶番（１０１５）は、伸
長部分（１００５）の本体からオフセットした位置にある。
【００５６】
　ここで、ポート（１０）の先端の伸長部分（１００５）の２つの実施形態を示す図６Ａ
～Ｂを参照する。図５Ａ～Ｂの実施形態と同様に、図６Ａの実施形態は、ヒンジ（１０１
５）に関して回転するように適合された伸長部分（１００５）を有する。しかし図６Ａの
ヒンジ機構は、伸長部分（１００５）を貫通する蝶番ピン（１０１５）を含む。この実施
形態において、蝶番（１０１５）は、伸長部分（１００５）の本体を貫通する。
【００５７】
　他のヒンジ機構（１０１５）および蝶番の配置は、当業者に自明であろう。図６Ａは、
挿管溝（１１０）も示している。
【００５８】
　図６Ｂに示された実施形態の伸長部分（１００５）は、ポート（１０）の縁を全体的に
輪状締結している。貫通チャネル（１４０、１５０）および挿管溝（１１０）の端部も、
示されている。
【００５９】
　それは、上記伸長部分が臓器（例えば、喉頭蓋）を支持するだけでなく、ツールによる
チャネル内の進行を「支援する」ためにも用いられる、という本発明のコアコンセプトに
含まれる。
【００６０】
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　上記実施形態によれば、上記伸長部分を提供することにより、境界（上記伸長部分によ
り提供される）の外側のツールの不適切な移動が、防止されよう。
【００６１】
　本発明は、微細手術用ツールがアクティブ化および使用され得る前に、ポートとの適切
な係合を確実に行う係合デバイスをさらに含むことができる。アクティブ化は、機械的、
電気的、電子的、またはそれらの任意の組み合わせであってもよい。それは、（ａ）ポー
ト内もしくはツール内のいずれにおいても部品の移動が求められない受動的、（ｂ）ポー
ト内もしくはツール内のいずれかにおいて部品の移動がアクティブ化のために求められる
能動的、または（ｃ）ツールをポート内に挿入する前および後に、オペレータによる作業
が求められるオペレータ支援、にすることができる。
【００６２】
　上述の事柄の背後にあるコンセプトは、ポートと手術用ツールの間のハンドシェークイ
ンターフェース方式を提供して、手術用ツールが「許容される」と同定された場合のみ、
該ツールをポートと係合および作動させることができるということである。このため「許
容」されないツールは、ポートと係合することができず、そして（ａ）作動させること、
または（ｂ）上記ポートに挿入することができない。
【００６３】
　先の実施形態によれば、ポートと手術用ツールの間のハンドシェークインターフェース
方式は、
　（ａ）ポートを通って導入されるように適合された少なくとも１つの手術用ツール、
　（ｂ）主な長手方向軸によって先端と基端とが相互に連結されたことを特徴とする本体
を有するポート。本体は、上記手術用ツールが許容されるツールであると同定するために
適合された同定インターフェースを含む、ならびに
　（ｃ）一旦上記ツールが許容されるツールであると同定されると、上記ツールを作動さ
せるように適合されていて、上記ツールの少なくとも一部が同定部分を含むことで上記ツ
ールが許容されると同定されて、上記ポートの上記同定インターフェースと上記ツールの
上記同定インターフェースの間にハンドシェークがマッチした後だけ上記ツールが作動す
る、作動インターフェース、を含む。
【００６４】
　図７を参照すると、先行技術のツール（６９０）の図が示されている。図７Ａは、ツー
ル全体（６９０）を示し、図７Ｂは、図７ＡにおいてＡと標識され実線で囲まれた、ツー
ル（６９４）の区分の近接描写を示し、ハンドルはツールの本体に接続している。図７Ａ
に示された通り、ツールは、基端のハンドル（５９１）と、機能的先端（５９２）と、実
質的に一定した断面の可撓性本体（６９３）と、を有する。図７Ａにおいて、本体とハン
ドル（６９４）の接合部分のツールの区分は、部分切取図で示されているが、ツールの残
り部分の外側が、示されている。
【００６５】
　図７Ｂを参照すると、本体とハンドル（６９４）の接合部分のツールの区分の部分切取
図が、拡大されて示されている。図７Ｂにおいて、ツール本体の基端は、長さ全体に沿っ
て実質的に一定した断面を含む。
【００６６】
　先行技術のツールとは異なり、図８は、ツールの受動的アクティブ化の例を提供してい
る。
【００６７】
　図８を参照すると、係合デバイスの実施形態が、キー・イン・ロック式の受動的アクテ
ィブ化インターフェースの非限定的例を提供しており、微細手術用ツールの区分は、凸形
輪郭を含み、ポート内で凹形輪郭にフィットする。
【００６８】
　本明細書の以後に記載される通り、一旦ポートとツールがフィットしマッチすると、同
定インターフェースが、ツールを許容すると同定し、それによりツールを作動させること
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ができる。
【００６９】
　図８Ａを参照すると、チャネル１４０の基端の輪郭（７４１）が描かれたチャネルの実
施形態を有するポートの基端が示されている。微細手術用ツールは、微細手術用ツールの
凸形輪郭がポートの凹形輪郭７４１と嵌合しなければ、チャネルに挿入することができな
い。
【００７０】
　微細手術用ツールは、その輪郭的区分（ｐｒｏｆｉｌｅｄ　ｓｅｃｔｉｏｎ）がポート
の輪郭的区分を完全に通過するまで、挿入される。一旦微細手術用ツールが、ポートの輪
郭的区分を完全に通過し、それによりその先端が、使用されるべき適切な位置に入ると、
微細手術用ツールがアクティブ化されて、自由に回ることができ、３６０°自由に回転す
ることができる。輪郭が再度マッチしなければ、ツールをポートから取り外すことができ
ず、ポートからのツールの不適切な引き戻しが防止される。
【００７１】
　幾つかの実施形態によれば、アクティブ化は、ポート内のチャネルの少なくとも一部の
断面と、ツールの本体の少なくとも一部の断面との間に、少なくとも部分的なタイトフィ
ットマッチ（ｔｉｇｈｔ　ｆｉｔ　ｍａｔｃｈ）が存在すれば、アクティブ化が可能であ
る。この実施形態において、ツール上の断面の周囲長の一部が、ポート上の断面の周囲長
の一部とマッチし、周囲長の残り部分では、ツールの半径がチャネルの対応する半径より
も小さい場合には、アクティブ化が可能である。そのようなマッチが存在しない場合、ま
たはツールの周囲長が対応するチャネルの周囲長よりも長い場合には、ツールの先端は用
いられるべき適切な位置に到達することができず、ツールはアクティブ化不能である。
【００７２】
　他の実施形態によれば、アクティブ化は、ポート内のチャネルの少なくとも一部の断面
とツールの本体の少なくとも一部の断面の間に完全なタイトフィットマッチが存在する場
合のみ、アクティブ化が可能である。この実施形態において、ツール上の断面の周囲長の
形状が、ポートチャネル上の断面の周囲長の形状と、両方の周囲長の実質的に全てに関し
てマッチしていれば、アクティブ化が可能である。そのようなマッチが存在しなければ、
ツールの先端は、用いられるべき適切な位置に到達することができず、ツールはアクティ
ブ化不能である。
【００７３】
　図８Ｂを参照すると、チャネル１４０の１つの適所に非アクティブ化された微細手術用
ツール（５９０）と共にポート（１０）が、示されている。微細手術用ツールの凸形輪郭
の区分は、少なくとも一部がチャネル１４０の輪郭的区分の内部に存在する。
【００７４】
　図８Ｃを参照すると、円形Ａの内部領域が、近接描写で示されている。この実施形態に
おいて、ポートの基端およびツール５９０の輪郭的区分が、示されている。ツールの凸形
輪郭（７４２）は、ポートのチャネル（１４０）の近位表面の凹形輪郭（７４１）と嵌合
することが可能な２つのコグを含む。
【００７５】
　図８Ｃにおいて、ツールは、非アクティブ化され、凸形輪郭（７４２）のツールコグは
、チャネル（１４０）の近位表面のコグ（７４１）と係合し、それによりツール（５９０
）の回転が防止される。
【００７６】
　図８Ｄを参照すると、ポート（１０）が、チャネル１４０の１つにあるアクティブ化さ
れた微細手術用ツール（５９０）と共に部分切取図に示されている。ポートの近位部分は
、部分切取図で示されており、そのためチャネルの近位部分の内部を見ることができる。
微細手術用ツールの凸形輪郭の区分は、全体がチャネル１４０の１つの内部にある。
【００７７】
　図８Ｅを参照すると、ツールの基端（図８Ｄの円形Ａ）が、チャネル１４０の１つのア
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クティブ化された微細手術用ツール（５９０）と共に、近接描写で示されている。凸形輪
郭の区分（７４２）は、全体がチャネル１４０内に入っており、チャネル（１４０）の近
位表面のコグ（７４１）と接触しておらず、ポート（１０）内のツールの３６０°回転が
可能である。
【００７８】
　チャネル（１４０）の輪郭的区分が、ポートの基端に、ポートの先端に、チャネル全体
に沿って、ポートの本体の一部に、ポートの関節区分に、関節区分よりもわずかに近位に
、またはそれらの任意の組み合わせの場所に存在し得ることが、留意されなければならな
い。
【００７９】
　ツール（５９０）の輪郭的区分は、ツールの基端に、ツールの先端に、ツール全体に沿
って、ツールの本体（６９３）に、またはそれらの任意の組み合わせの場所に存在し得る
。
【００８０】
　先の図に示された受動的実施形態によれば、ポートの同定インターフェースが輪郭的チ
ャネルであり、上記ポートの上記輪郭的チャネルとマッチフィット（または少なくとも部
分的にフィット）を有するツールのみが「許容される」と同定され、上記ポートに導入し
て上記ポート内で作動させ得ることが、留意されなければならない。
【００８１】
　図９を参照すると、ポートおよびツールが、能動的インターフェースの実施形態で示さ
れている。この実施形態によれば、ツールは、可動性スリーブ／カラー（８４１）および
ラッチング機構を含む。
【００８２】
　ハンドル（５９１）の先端、およびハンドルのわずかに遠位にあるツール本体の一部が
、部分切取図で示されている。この実施形態において、ラッチング機構は、ツール５９０
をアクティブ化するために持ち上げられている。ラッチング機構（８４２）は、ツールの
一端に取り付けられた少なくとも部分的に可撓性の本体部分と、本体部分の自由端に取り
付けられたフック部分（８４３）と、を含む。幾つかの実施形態において、ラッチング機
構は、伸長部分（この実施形態では遠位部８４４）を含んで、フック（８４３）のアクテ
ィブ化状態への移動を容易にしている。非アクティブ化状態では、ラッチング機構のフッ
クは、ツールの機能的先端の機能化を物理的に防止する。非アクティブ化状態にある、本
明細書の以下に示されるこの実施形態において、フック（８４３）は、ツール制御伝動機
構において凹所に収まっており、それによりツール制御伝動機構の移動を防止し、こうし
てツールの機能的先端の機能化を防止している。
【００８３】
　図９Ａを参照すると、ポート（１０）が、チャネル１４０の１つの中の非アクティブ化
微細手術用ツール（５９０）と共に示されている。ポートの近位部分は、部分切取図で示
されていて、チャネル１４０の近位部分の内部を見ることができる。
【００８４】
　図９Ｂを参照すると、領域Ａ（長方形、図８Ａ）の近接描写が示されていて、チャネル
１４０の１つの中の非アクティブ化微細手術用ツール（５９０）と共にポート（１０）の
基端の近接描写が示されている。
【００８５】
　非アクティブ化状態にあるこの実施形態において、ラッチング機構（８４２）の概ね先
端にあるフック（８４３）は、ツールの壁（８４６）を貫通して、ツール制御伝動機構に
おいて凹所（８４５）にぴったりと収まっていて、ツール壁に対するツール制御伝動機構
の移動を防止し、こうしてツールの機能的先端の機能化を防止し、それによりツールの使
用を防止している。
【００８６】
　ツールを完全にポート内に挿入して、スリーブをラッチング機構（８４２）に反して押
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し出し、フック（８４３）を凹所およびホールの外に持ち上げ、それによりツールをアク
ティブ化させる。
【００８７】
　図９Ｃを参照すると、ツール５９０が、単独で示されている。ハンドル（５９１）の先
端およびハンドルのわずかに遠位にあるツール本体（６９３）の一部が、部分切取図で示
されている。
【００８８】
　図９Ｄを参照すると、領域Ａ（長方形、図９Ｃ）の近接描写が示されており、非アクテ
ィブ化状態にある微細手術用ツール（５９０）と共に、ハンドル（５９１）の先端および
ツール本体（６９３）の基端の近接描写が示されている。ラッチング機構（８４２）の概
ね先端にあるフック（８４３）は、ツールの壁（８４６）を貫通して、ツール制御伝動機
構において凹所（８４５）にぴったりと収まっていて、ツール壁に対するツールの機能的
先端の回転を防止し、それによりツールの使用を防止している。
【００８９】
　図９Ｅを参照すると、ポート（１０）が、チャネル１４０の１つの中のアクティブ化微
細手術用ツール（５９０）と共に示されている。ポートの近位部分が、部分切取図で示さ
れていて、チャネル１４０の近位部分の内部を見ることができる。
【００９０】
　図９Ｆを参照すると、領域Ａ（長方形、図９Ｅ）の近接描写が示されており、アクティ
ブ化状態にある微細手術用ツール（５９０）と共に、ハンドル（５９１）の先端およびツ
ール本体（６９３）の基端の近接描写が示されている。ラッチング機構（８４２）の概ね
先端にあるフック（８４３）は、スリーブ（８４１）によってツール壁（８４６）および
ツール制御伝動機構内の凹所（８４５）の開放状態を保ち、それによりツール壁に対する
ツールの機能的先端の回転を可能にしている。ラッチング機構の伸長した先端部（８４４
）は、ラッチング機構（８４２）とツール壁（８４６）の間の空間にスリーブ（８４６）
が滑らかに進入するように適合されていて、フック（８４３）のアクティブ化位置への上
昇を容易にしている。
【００９１】
　図９Ｇを参照すると、ツール５９０が、単独で示されている。ハンドル（５９１）の先
端およびハンドルのわずかに遠位にあるツール本体（６９３）の一部が、部分切取図で示
されている。
【００９２】
　図９Ｈを参照すると、領域Ａ（長方形、図９Ｇ）の近接描写が示されており、アクティ
ブ化状態にある微細手術用ツール（５９０）と共に、ハンドル（５９１）の先端およびツ
ール本体（６９３）の基端の近接描写が示されている。ラッチング機構（８４２）の概ね
先端にあるフック（８４３）は、スリーブ（８４１）によってツール壁（８４６）および
ツール制御伝動機構内の凹所（８４５）の開放状態を保ち、それによりツール壁に対する
ツールの機能的先端の回転を可能にしている。ラッチング機構の伸長した先端部（８４４
）は、ラッチング機構（８４２）とツール壁（８４６）の間の空間にスリーブ（８４６）
が滑らかに進入するように適合されていて、フック（８４３）のアクティブ化状態への上
昇を容易にしている。
【００９３】
　ラッチング機構（８４２）の概ね先端にあるフック（８４３）は、ツールの基端に、ツ
ールの先端に、またはそれらの任意の組み合わせの場所に配置され得る。
【００９４】
　チャネル（１４０）の輪郭的区分が、ポートの基端に、ポートの先端に、チャネル全体
に沿って、ポートの本体の一部に、ポートの関節区分に、関節区分よりもわずかに近位に
、またはそれらの任意の組み合わせの場所に存在し得ることが、留意されなければならな
い。
【００９５】
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　ツールの輪郭的区分は、ツールの基端に、ツールの先端に、ツール全体に沿って、ツー
ルの本体に、またはそれらの任意の組み合わせの場所に存在し得る。
【００９６】
　受動的実施形態によれば、ポートの同定インターフェースが輪郭的チャネルであるため
、上記ポートの上記輪郭的チャネルとマッチフィット（または少なくとも部分的にフィッ
ト）を有するツールのみが、「許容される」と同定され、上記ポートに導入して上記ポー
ト内で作動させ得ることが、留意されなければならない。
【００９７】
　以下の事柄は、能動的インターフェースの非限定的例を提供する。
　（ａ）ラッチがフックと係合している場合、フック・アンド・ラッチ・機構（ｈｏｏｋ
－ａｎｄ－ｌａｔｃｈ　ｍｅｃｈａｎｉｓｍ）へのツールの導入によりラッチが持ち上げ
られてツールがアクティブ化される、フック・アンド・ラッチ・機構、
　（ｂ）ポートへのツールの導入により電気回路が完成する、ポート上のツール上のいず
れかの導電領域；
　（ｃ）ポートへのツールの導入によって電磁放射線が検出器に反射されるように、ツー
ルまたはポートのいずれかの内部に配置された検出器、
　（ｄ）ツールがポート内に導入されるとＲＦリーダーがＲＦＩＤタグを同定するように
、ツールの外表面に配置されたＲＦＩＤタグ、およびポート内に配置されたタグリーダー
。ＲＦＩＤタグがポート上に配置され得ること、およびタグリーダーがツール上に配置さ
れ得ることが、留意されなければならない、
　（ｅ）ツールがポート内に導入されるとＲＦリーダーがＲＦＩＤタグを同定するように
、ツールの外表面に配置されたバーコード、およびポート内に配置されたバーコードリー
ダー。バーコードがポート上に配置され得ること、およびバーコードリーダーがツール上
に配置され得ることが、留意されなければならない、
　（ｆ）ツールがポート内に導入されるとＲＦリーダーがＲＦＩＤタグを同定するように
、ツールの外表面に配置されたチップ、およびポート内に配置されたチップリーダー。チ
ップがポート上に配置され得ること、およびチップリーダーがツール上に配置され得るこ
とが、留意されなければならない、
　（ｇ）ツールがポート内に導入されると検出器が発光手段から放出される光ビームを同
定するように、ツールの外表面に配置された光放出／発光手段（光放出手段は光を放出す
るように適合されている）、およびポート内に配置された光ビームを検出する検出器。光
放出手段がポート上に配置され得ること、および検出器がツール上に配置され得ることが
、留意されなければならない。
【００９８】
　オペレータによりアクティブ化される施形態において、ツールをアクティブ化するため
に、ツールをポートに挿入した後に、更なるステップが必要となる。この更なるステップ
は、オペレータがラッチを持ち上げることまたは閉鎖すること、ボタンを押すこと、レバ
ーを動かすこと、スイッチを動かすこと、所定のボイスコマンドを発すること、タッチス
クリーンを通して所定のコマンドを入力すること、キーボードを通して所定のコマンドを
入力してツールの一部を照らすこと、およびそれらの組み合わせを含み得る。
【００９９】
　図１０を参照すると、関節区分（９８０）が、ポート（１０）の先端部に示されている
。
【０１００】
　図１０Ａを参照すると、関節区分（９８０）は、本体の概ね遠位であるが遠位表面（１
０７）よりも近位に、ポート（１０）の一部を含む。関節区分（９８０）は、ポートの本
体の残り部分と同じ材料であるが、より小さな口径（９８１）を有し、それにより関節区
分の屈曲を容易にする。
【０１０１】
　ポートの遠位表面（１０７）は、ポート（１０）のハンドルへの目標制御部（ａｉｍｉ
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ｎｇ　ｃｏｎｔｒｏｌ）（４７０）と連通しているため、ポート（１０）の主な長手方向
軸に対する遠位表面の角度は、外科医が随意に変動させることができる。
【０１０２】
　図１０Ａをさらに参照すると、関節区分の関節角は、０であり、関節区分の主な長手方
向軸は、ポート本体の主な長手方向軸に平行であり、ポートの遠位表面は、ポート本体の
主な長手方向軸に垂直である。
【０１０３】
　別の実施形態において、ポートの遠位表面は、関節区分の主な長手方向軸に対して垂直
とは異なる角度である。しかし遠位表面の方向の変化は、遠位表面の角度が関節区分の主
な長手方向軸に対して固定されている限り、全ての実施形態で同一である。
【０１０４】
　領域Ａ（円形、図１０Ａ）の近接描写である図１０Ｂを参照すると、関節区分９８０を
含むポートの遠位部分が示されている。より小さな口径の区分（９８１）が、関節区分（
９８１）の屈曲と干渉しない非常に柔らかい材料のカバー（９８２）により包囲されてい
る。カバーの外径は、ポートの本体の外径と実質的に同一であり、それにより内視鏡本体
全体の滑らかな表面が提供され、患者を損傷する可能性を有する鋭利な角、および細菌を
潜伏させ得る割れ目を防止する。
【０１０５】
　図１０Ｃを参照すると、関節区分（９８０）は、反時計回りに３０°屈曲しており、遠
位表面（１０７）は、ポートの主な長手方向軸に対して６０°の角度である。口径の狭い
区分（９８１）のカバー（９８２）が、示されている。
【０１０６】
　領域Ａ（円形、図１０Ｃ）の近接描写である図１０Ｄを参照すると、関節区分９８０を
含むポートの遠位部分が示されている。関節区分（９８０）は、反時計回りに３０°屈曲
しており、遠位表面（１０７）は、ポートの主な長手方向軸に対して６０°の角度である
。口径の狭い区分（９８１）のカバー（９８２）が、示されている。
【０１０７】
　ハンドル（４６０）は、デバイスの本体（１０２）に対する遠位関節区分（４８０）の
角度を制御するように適合された目標制御部（４７０）を含む。目標制御部（４７０）は
、ダイヤル、ノブ、レバー、ホイール、電子手段、ジョイスティック、所定の音響への応
答を可能にするように適合された音響検出器、所定の光パターンへの応答を可能にするよ
うに適合された光検出器、それらの任意の組み合わせ、または当該技術分野で公知の運動
を制御する任意の別の手段を含むことができる。
【０１０８】
　好ましい実施形態において、ハンドルの制御部からポートの遠位表面に対する遠位表面
の角度の変動を伝動するための連通機構が提供される。これは、制御部から遠位表面まで
ポート内を通る少なくとも１本の、好ましくは４本の強固なケーブルである。ケーブルの
基端を動かすと、その先端が動き、それによりポートの遠位表面が回転する。非限定的例
として、４つのケーブルを有する実施形態において、１組が遠位表面を左右に動かし、他
の１組が遠位表面を上下に動かす。
【０１０９】
　別の実施形態において、膨張性カフ、電気モータまたは圧電アクチュエータが、ポート
の遠位表面の角度を変化するために用いられる。電気モータまたは圧電アクチュエータを
有する実施形態において、連通機構は、有線または無線のいずれかである。幾つかの実施
形態において、ポートは、少なくとも１つの安定化ゾーン、例えばポートの基端付近のも
の（図１Ａの１２０、図１１の１００１）およびポートの先端付近のもの（図１１の１０
０５）をさらに含む。
【０１１０】
　幾つかの実施形態において、遠位安定化ゾーンは、喉頭鏡またはポートの先端付近に位
置する遠位膨張性ゾーンを含む。幾つかの実施形態において、近位安定化ゾーンは、第二
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の膨張性ゾーンである近位膨張性ゾーンを含む。バルーン状の膨張性ゾーンは、流体を充
填すると拡張する適切な生体適合性可撓性材料で作製されている。好ましい実施形態にお
いて、上記流体は、空気である。他の実施形態において、流体は、不活性ガス、例えば窒
素またはアルゴンなどであるがそれらに限定されない。さらに別の実施形態において、そ
れは、酸素である。さらに別の実施形態において、気体の混合物が、用いられる。さらに
別の実施形態において、気体混合物としては、医学的活性材料、例えば麻酔薬、鎮痛剤、
または抗生物質が挙げられるが、それらに限定されない。更なる実施形態において、流体
は、液体、例えば水または生理食塩液であるが、それらに限定されない。膨張性ゾーンに
液体が充填される幾つかの実施形態において、液体としては、医学的活性材料、例えば麻
酔薬、鎮痛剤または抗生物質が挙げられるが、それらに限定されない。流体は、不活性材
料、例えば非限定的に、安定化剤、固化もしくは付着防止剤、または防腐剤を含有しても
よい。
【０１１１】
　本発明の好ましい実施形態において、膨張性ゾーンは、膨張性ゾーンが置かれた溝にフ
ィットするように適合された比較的剛性の生体適合性プラスチックで作製された環状部材
に取り付けられている（例えば、接着による）。最も好ましい実施形態において、一対の
タブが、環状部材の内表面に取り付けられていて、スロット内にフィットするように適合
され、これにより膨張性ゾーンを適所に固定している。
【０１１２】
　本発明の別の実施形態によれば、膨張性ゾーンは、喉頭鏡またはポートの一体化部分で
ある。
【０１１３】
　非膨張状態において、膨張性ゾーンの外径は、本体の最大口径よりも大きくないため、
ポートを患者の口腔を通して患者に挿入することができる。膨張状態において、膨張性ゾ
ーンの外径は、患者の喉および／または下咽頭の内表面に十分に接触できる。各膨張性ゾ
ーンは、ポートの基端に位置する膨張入口と流体連通している。膨張入口は、空気または
他の気体を導入して膨張性ゾーンを膨張させるように、そして空気を除去してそれらを収
縮させるように設計されている。膨張入口は、気体供給源と密計可能な連結を生成するよ
う、または別個の密閉手段（例えば、バルブによる）を含むように設計されている。当該
技術分野で公知の膨張性ゾーンを膨張させる任意の手段を、代わりに用いてもよい。
【０１１４】
　本体の長さに沿った膨張性ゾーンの厳密な配置は、ポートの操作にとって不可欠ではな
い。
【０１１５】
　本発明の別の実施形態によれば、遠位／近位膨張性ゾーンのいずれか一方は、ポートの
長手方向軸に沿って摺動する能力を有する。そのような実施形態は、外科医による膨張性
ゾーン（即ち、バルーン）の厳密な配置を可能にするであろう。
【０１１６】
　好ましい実施形態において、近位安定化ゾーンは、患者の口の上、患者の口内、患者の
顔面の下部全体、またはそれらの任意の組み合わせにフィットするように適合された固定
および安定化要素を含む。
【０１１７】
　別の実施形態によれば、近位安定化ゾーンは、患者の口の上、患者の口内、患者の顔面
の下部全体、またはそれらの任意の組み合わせにフィットするように適合された固定およ
び安定化要素である。
【０１１８】
　固定および安定化機構の主な機能は、以下の通りである。
（ａ）一旦ポートが適所に配置されると、微細手術の間に移動しないように、ポートを患
者に関して安定化および固定すること。それは、位置および方向を固定する。処置の間に
、ツールがポートに導入されると、万一の場合、ツールとポートの間に摩擦が生じてポー
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トの不適切な移動をもたらし得るため、そのような固定は非常に重要である。
（ｂ）患者の頭部またはポートのいずれかの不適切な移動を防止するために、ポートを患
者のベッドに安定化および固定すること。
【０１１９】
　本発明の別の実施形態によれば、固定および安定化要素は、ポートの安定化および固定
の両方に適合するだけでなく、歯、口腔組織、舌、歯肉およびそれらの任意の組み合わせ
を保護するバイトガードとして設計されている。
【０１２０】
　こうして固定および安定化要素は、ポートを患者および患者のベッドに対して安定化さ
せ、一旦適所に配置されると、微細手術の間に（左右、上下）移動しない。
【０１２１】
　好ましい実施形態において、固定および安定化要素は、可撓性材料で作製されており、
ヒトの口および歯にフィットする形状およびサイズである。
【０１２２】
　一実施形態によれば、それは、ポート本体の周辺、および患者の上歯と下歯の間にフィ
ットするように適合されたカラーを含む。カラーは、患者がポートを噛んで患者の歯また
はポートを損傷するのを防ぐように適合されている。
【０１２３】
　一実施形態によれば、固定および安定化要素は、微細手術の間に舌を捕捉および保持す
るように適合されたタンキャッチャー（ｔｏｎｇｕｅ　ｃａｔｃｈｅｒ）を含む。
【０１２４】
　ここで、固定および安定化要素１００１、ならびにタンキャッチャー１００２の４つの
異なる図を提供する図１１Ａ～Ｄを参照する。固定および安定化要素１００１の背後にあ
る主なコアコンセプトが、ポートを適所に固定して患者および患者のベッドに対する上記
ポートの任意の不適切な移動を防止することである、ということが強調されなければなら
ない。
【０１２５】
　図１１Ａ～Ｄは、遠位安定化ゾーン（１００５）の実施形態をさらに示している。この
実施形態において、遠位安定化ゾーンは、膨張状態において示された３つの膨張性要素を
含む。遠位安定化ゾーンは、先端のポートに支持、安定性および締着を提供する。
【０１２６】
　好ましい実施形態において、遠位安定化ゾーン（１００５）は、外科医が身体開口部（
例えば、喉）におけるポートの位置を「微調整する」ことができるように適合されている
。例えば図１１Ａ～Ｄの実施形態において、外科医は、膨張性ゾーンの少なくとも一つの
膨張量を選択的に増加または減少させることにより、位置を微調整することができる。図
１１Ａ～Ｄの最上部の膨張性ゾーン（１００５）の膨張を増加させることよる非限定的例
により、ポート（１０）の先端は、下方に移動する。
【０１２７】
　一実施形態によれば、固定および安定化要素１００１は、ポートに沿って摺動すること
ができるため、ポート本体および先端が患者の口および喉の内部に安定かつ快適に静置さ
れ、患者の頭部が自然な位置になるような、遠位安定化ゾーンと近位安定化ゾーンの間の
距離になる。
【０１２８】
　好ましい実施形態において、固定および安定化要素１００１は、２つの状態、つまり固
定および安定化要素１００１がポートに対して固定位置に保持されているロック状態、お
よび固定および安定化要素１００１がポートの本体に沿って自由に摺動することができる
開放状態を特徴とする、少なくとも１つの係合機構１００３を有する。
【０１２９】
　係合機構１００３は、半径方向クランピング機構、ポートの本体内への圧迫が可能なサ
イドスクリュー、放出された時にポートの本体内に押し込むばね、締め付け可能なＯリン
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グ、またはそれらの任意の組み合わせを含むことができるが、それらに限定されない。
【０１３０】
　図１１Ａ～Ｄにおいて、係合機構（１００３）の半径方向クランピングまたはサイドス
クリューの実施形態が、示されている。
【０１３１】
　本発明の別の実施形態によれば、固定および安定化要素１００１は、ストラップを通す
ことができる少なくとも１つの溝１００４（図１１Ｄ）をさらに含む。上記ストラップは
、後に、患者の頭部またはベッドのいずれかに取り付けて、ポートの位置および方向を患
者のベッドに対して固定することができる。
【０１３２】
　好ましい実施形態において、ポートは、外部固定機構をさらに含む。この外部固定機構
は、気道制御枕、気道制御枕をポートに連結する連結手段、および好ましい実施形態にお
いては支持棒またはフレームを含むことができる。
【０１３３】
　気道制御枕は、少なくとも一部が患者の頭部の下で静置され、患者の気道が「鼻で嗅ぐ
」位置になるように患者の頭部を支持している。枕は、頭部が患者が横たわるベットの上
７～８ｃｍになり、首がベッドから約１１ｃｍになるように、頭部および首を高い位置で
支持することにより、頭部をこの位置に配置する。
【０１３４】
　固定機構は、枕をポートに、そして可能ならばベッドに取り付けられた、またはベッド
上に静置されたフレームまたは棒に、連結するように適合された連結手段をさらに含み、
それにより喉頭鏡が患者の頭部に対して確実に移動できないようにする。
【０１３５】
　気道制御枕は、当該技術分野で周知の任意の連結手段により、患者に連結され、幾つか
の実施形態においては、棒またはフレームに連結される。そのような連結手段の非限定的
例は、縛ることにより、患者の頭部の一部、喉頭鏡またはフレームもしくは棒のうちの少
なくとも１つに巻きつけられたループにより少なくとも一端が適所に固定された可撓性ス
トラップにより、Ｖｅｌｃｒｏストラップにより、そして粘着性テープにより、適所に保
持された可撓性ストラップである。
【０１３６】
　ハンドルは、ポートから少なくとも一部を除去することができる。ハンドルの除去可能
な部分は、スクリュー、ピン、レバー、ラッチ、バヨネットフィッティング、摩擦フィッ
ティング、または当該技術分野で公知の取り外し可能なフィッティングを着脱自在に保持
する任意の他の手段によって、ポートに連結されている。
【０１３７】
　好ましい実施形態において、ポートは、ビルトイン式照明デバイス（図示しない）を含
み、それはポートの先端に取り付けられた光源（ランプまたはＬＥＤ）であっても、また
はポートを横切り、光をポートの外側の光源からポートの先端まで運び、それにより視野
を照らす光ファイバーであってもよい。
【０１３８】
　好ましい実施形態において、ポートは、複数のチャネルを有し、これらのチャネルは、
以下であってもよい。
１．標準的な内視鏡カメラを収容するチャネル（それ自体が光源を有する）。内視鏡カメ
ラは、好ましくは高解像度のビデオ画像を送達するデジタル式先端チップ内視鏡である。
内視鏡の口径は、典型的には３～４ｍｍであるため、チャネルの口径は内視鏡との摩擦を
防ぐために少なくとも７ｍｍでなければならない。場合によりこのチャネルは、異なる口
径の内視鏡を収容できるように設計されている。好ましくはこのチャネルは、任意の係合
インターフェースを含まないため、任意の標準的な内視鏡カメラを用いることができる。
２．レーザを用いる、またはジアテルミー療法を実施する場合、煙またはガスを排気する
のに用いられる連続吸引を提供する好ましくは小口径のチャネル。このチャネルの近位出
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口は、好ましくは標準的な吸引管に取り付けるように設計されている。
３．好ましくは可撓性で回転可能な関節手術用ツールを収容する少なくとも２つのチャネ
ル。外科医は、２本の手しか有さないため、２つの作業チャネルで通常は十分である。ツ
ールは、少なくとも、三角形鉗子（ｔｒｉａｎｇｕｌａｒ　ｆｏｒｃｅｐｓ）、わに口鉗
子、シザー、可撓性の関節レーザハンドピース、および吸引サイドチャネルの追加または
代わりとして可撓性関節吸引ハンドピースを含む。これらの手術用ツールは、シザー、鉗
子、注射針、解剖器具、レーザ、吸引器、およびファイバーオプティクスまたは任意の他
の必要となる手術器具からなる群から選択することができる。
４．非限定的に声帯ポリープまたは腫瘍などの組織標本の除去のための大口径チャネル。
このチャネルは、止血用の吸収パッドの通路に用いることができる。幾つかの実施形態に
おいて、このチャネルは、他のチャネルよりも実質的に大きな口径を有する。他の実施形
態において、チャネルは、内周の一部を除去することにより拡大することができる。
５．場合により、術野に更なる光を与えて手術用ツールにより生じる遮断または影付けを
防止する、光ファイバーまたはＬＥＤを含む少なくとも１つのチャネル。
【０１３９】
　幾つかの実施形態において、ポートは、ポートの外周に取り付けられて患者の解剖学的
構造にポートをさらに適合させて、咽頭内での締着法を固定する、溝付きレール上に搭載
された複数の膨張可能な摺動バルーンをさらに含む。バルーンは、患者の解剖学的構造に
従って外科医により配置され、バルーンを選択的に膨張させることにより、広い術野、安
定した締着、およびポートの先端の配置を提供する。
【０１４０】
　幾つかの実施形態において、デバイスは、非限定的に男性の口径、女性の口径、小児の
口径および異なる長さをはじめとする複数のサイズで提供される。
【０１４１】
　幾つかの実施形態において、ツールは、３５～４０ｃｍ長で、関節区分は１．５～３ｃ
ｍ長である。ツールは、３ｍｍ以下の口径である。幾つかの実施形態において、最大関節
は、３０°である。他の実施形態において、それは、９０°である。ツールは、主な長手
方向軸の周りを全３６０°回転することができる。
【０１４２】
　一実施形態によれば、ポート内の少なくとも１つのチャネルは、少なくとも１つの医薬
を送達するように適合されている。
【０１４３】
　先の事柄を考慮すれば、本発明のポートの利点としては、以下が含まれる。
１．外科医がカメラおよび光源を術野から任意の指定された距離および任意の所望の角度
で配置させることができる。
２．気管内チューブを、ポートに対して所望の位置に精密に配置することができる。
３．気管内チューブを通過させるためにポートの１つまたは複数の側に陥入部が存在する
。
４．場合により、チャネルを通してツール（および可能ならば内視鏡）を快適に摺動させ
、移動のより良好な制御および安定性も与えるために等級分け可能な摩擦レベルの係合機
構を含む少なくとも１つのチャネル。
５．ポートが、患者の頭部にしっかりと安全に固定されて位置を固定しそれを安定化する
ように適合されている。
６．場合により、ツールに対して安全性を提供するロッキング機構。そのような実施形態
において、ツールがロックされると（作動中）、ツールの機能的先端がツールに対して移
動できなくなり、それにより機能的先端の非意図的移動による組織への損傷が防止される
。
７．ツールに対する安全性。ツールの移動の制限　－　医師の手の震えまたは振動による
機能的先端の不適切な移動を低減する。
８．ツールに対する安全性。ポートの移動の制限　－　つまり医師の手の震えまたは振動
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【０１４４】
　本明細書内の上記ポートは、喉頭鏡としての使用に適合した。他の実施形態において、
それは、他の領域のトロッカーまたはポートシステムとしての使用に適合させることがで
きる。例としては、腹腔鏡手術、腸管手術または進入部を肛門とする検査、子宮手術また
は進入部を膣とする検査、膀胱手術または尿道を通す検査、および前立腺手術または尿道
を通す検査、ならびにＮＯＴＥＳ（自然開口部越経管腔的内視鏡手術）が挙げられるが、
これらに限定されない。
【０１４５】
　前述の記載において、好ましい実施形態を含む本発明の実施形態は、例示および説明を
目的として示している。それらは、本発明を網羅する、または開示された正確な形に限定
する意図はない。先の教示に照らした明白な改良または変更が、可能である。実施形態は
、本発明の原理およびその実際の適用の最良な例示を提供するため、そして本発明を企図
される特定の用途に適するように様々な実施形態で様々な改良を施して当業者が利用でき
るように、選択し、記載している。そのような改良および変更は全て、それらが公正に、
法的におよび公平に資格を与えられた範囲に従って解釈された場合には、添付の特許請求
の範囲により決定された本発明の範囲に含まれる。
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